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山梨市障害福祉のしおり 

誇れる日本を、ここ山梨市から 

                         



● マークの説明 

 

ご利用にあたって 

 

 現在､障害のある方々に対する施策は行政の各分野にわたって行われており､またサ

ービスの窓口もそれぞれ分かれております。 

 この「しおり」は多岐多様な障害福祉の制度､窓口などについて分かりやすくご案内

できるように作成したものです。そのため､山梨市で実施している事業のみならず､国・

県などの関連事業も含めました。 

 多くの方々に､お手元においていただき有効にご利用いただきたいと存じます。 

 なお､ご利用にあたりましては次の点にご留意ください。 

 

● 本書は令和８年４月現在を基準に作成したものです。 

● 金額・対象者・資格要件などについて改正があるときは､広報等でお知らせします。 

● ここにご紹介する制度の詳しいことは､関係窓口へお問い合わせください。 
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⇒ 身体障害 

 

⇒ 知的障害 

 

⇒ 精神障害 

 

⇒ 難病患者等 

※このしおりは山梨市のホームページからもダウンロードすることができます。 
ご利用していただけたら幸いです。 

 
掲載ホームページへの行き方 
山梨市のホームページ→「くらし」→「福祉（障がい者）」→「山梨市障害福祉のしおり」 

編集・発行  山梨市役所 福祉課 障害福祉担当 

 
〒405-8501 山梨県山梨市小原西 843 
電話 0553-22-1111（内線 1137,1138,1139） 
FAX  0553-23-2800 
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詳しくは掲載ページをご覧ください。 
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掲載ページ ― ８ ９ ９ １０ １１ １１ 1５ 1６ 1８ ２８ 

身
体
障
害
者
手
帳 

肢
体
不
自
由 

１  ○ △ ○ ○ ○ ○  △ △ △ 

２  ○  △ ○ ○ ○  △ △ △ 

３  ○   ○ ○ ○  △ △ △ 

４  △     ○  △ △  

５       ○  △ △  

６       ○  △ △  

視
覚
障
害 

１  ○ △ ○ ○ ○ ○  △ △  

２  ○  △ ○ ○ ○  △ △  

３  ○   ○ ○ ○  △ △  

４  △     ○  △ △  

５       ○  △ △  

６       ○  △ △  

聴
覚
又
は
平
衡 

機
能
障
害 

２  ○  △ ○ ○ ○  △ △  

３  ○   ○ ○ ○  △ △  

４  △     ○  △ △  

５       ○  △ △  

６       ○  △ △  

音
声 

言
語 

そ
し
ゃ
く 

３  ○   ○ ○ ○  △ △  

４  △     ○  △ △  

５       ○   △  

内
部
障
害 

１  ○ △ ○ ○ ○ ○   △  

２  ○  △ ○ ○ ○   △  

３  ○   ○ ○ ○   △  

４  △     ○   △  

療育手帳 
Ａ  ○ △ △ ○ ○    △  

Ｂ  △   ○     △  

精神障害者 

保健福祉手帳 

１  △ △ △ △ ○  ○  △  

２  △   △ ○  ○  △  

３     △   ○  △  

難病患者等          △ △  

 

 

１．障害程度別該当制度一覧表
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行 
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表 
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よ 
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掲載ページ ２９ ３２ ３２ ３３ ３４ ３５ ３５ ３６ ３８ ４１ 

身
体
障
害
者
手
帳 

肢
体
不
自
由 

１ △ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ ○ 

２ △ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ ○ 

３  ○ ○ ○ △ ○  ○ △ △ 

４  ○ ○ ○ △ ○  ○ △ △ 

５  ○ ○ ○ △ ○  ○ △ △ 

６  ○ ○ ○ △ ○  ○ △ △ 

視
覚
障
害 

１  ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ ○ 

２  ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ ○ 

３  ○ ○ ○ △ ○  ○ △ ○ 

４  ○ ○ ○ △ ○  ○ △ ○ 

５  ○ ○ ○ △ ○  ○ △  

６  ○ ○ ○ △ ○  ○ △  

聴
覚
又
は
平
衡 

機
能
障
害 

２  ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ ○ 

３  ○ ○ ○ △ ○  ○ △ ○ 

４  ○ ○ ○ △ ○  ○ △ △ 

５  ○ ○ ○ △ ○  ○ △ △ 

６  ○ ○ ○ △ ○  ○ △  

音
声 

言
語 

そ
し
ゃ
く 

３  ○ ○ ○ △ ○  ○ △  

４  ○ ○ ○ △ ○  ○ △  

５  ○ ○ ○ △ ○  ○ △  

内
部
障
害 

１  ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ ○ 

２  ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ ○ 

３  ○ ○ ○ △ ○  ○ △ ○ 

４  ○ ○ ○ △ ○  ○ △ ○ 

療育手帳 
Ａ △ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ △ ○ 

Ｂ   ○ ○  ○  ○ △  

精神障害者 

保健福祉手帳 

１  〇  ○    ○ △ ○ 

２  〇  ○    ○ △  

３  〇  ○    ○ △  

難病患者等           ○ 

○印はおおむね該当 △印は一部該当 

○印でも年齢や所得などで制限がある場合があります。
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身体障害者手帳  

  

 山梨県知事が発行し､身体に障害のある方が､様々な福祉サービスを利用するために必要な

手帳です。障害の程度により１級から６級まであります。 

対 象 者 

視覚､聴覚・平衡機能､音声・言語・そしゃく､肢体不自由､心臓､じん

臓､肝臓､呼吸器､ぼうこう・直腸､小腸､ヒト免疫不全ウイルスによる免

疫機能に永続する障害がある方 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 

手  続 下記を参照してください 

 

＜必要なもの＞ 

手続の種類 写真 診断書 手帳 
マイナンバー 

カード 

初めて交付申請するとき ２枚 ○  ○ 

再
交
付
申
請 

障害の程度が変わったとき ２枚 ○ ○ ○ 

障害が追加になったとき ２枚 ○ ○ ○ 

手帳を紛失したとき ２枚   ○ 

手帳を破損したとき ２枚  ○ ○ 

変
更
届 

住所が変わったとき   ○ ○ 

氏名が変わったとき   ○ ○ 

死亡､障害に該当しなくなったとき   ○ ○ 
（死亡の場合不要） 

保護者名が変わったとき 

（手帳所持者が 15歳未満） 
  ○ ○ 

※写真について：タテ４㎝×ヨコ３㎝で､脱帽､上半身､１年以内に撮影したもの 

（インスタント写真は受け付けられません） 

※診断書について：所定の身体障害者診断書・意見書(窓口にあります)で､県が指定する 

医師が作成したもの。ただし､診断書は作成されて３か月以内のもの 

に限ります 

 

身 

※市外へ転出したときは、転出先の市町村障害福祉窓口に手帳を持参

して、居住地変更の届をしてください。 

※市外へ転出したときは、有料道路割引も転出先の市町村障害福祉窓

口で再手続が必要です。 

 

２．障害者手帳
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療育手帳 

 

 山梨県知事が発行し､知的障害のある方が､様々な福祉サービスを利用するために必要な手

帳です。障害の程度によりＡ､Ｂがあります。 

対 象 者 児童相談所または障害者相談所で知的障害と判定された方 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 

手  続 下記を参照してください 

 

＜必要なもの＞ 

 

  

手続の種類 印かん 写真 手帳 
マイナンバー 

カード 

初めて交付申請するとき  １枚  ○ 

再判定申請するとき  １枚 ○  

他都道府県から転入したとき（交付申請） ○ １枚 ○ ○ 

再
交
付
申
請 

手帳を紛失したとき  １枚  ○ 

手帳を破損したとき  １枚 ○ ○ 

記載欄余白がなくなったとき  １枚 ○ ○ 

変
更
届 

住所が変わったとき   ○  

氏名が変わったとき   ○  

死亡したとき   ○  

※写真について：タテ４㎝×ヨコ３㎝で､無帽､上半身､１年以内に撮影したもの 

（インスタント写真は受付けられません） 

 

知 

※市外へ転出したときは、転出先の市町村障害福祉窓口に手帳を持参

して、居住地変更の届をしてください。 

※市外へ転出したときは、有料道路割引も転出先の市町村障害福祉窓

口で再手続が必要です。 
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精神障害者保健福祉手帳 

 

 山梨県知事が発行し､精神の疾患により日常生活や社会生活に制約のある方が､医療や福祉

サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度により１級から３級まであり

ます。 

対 象 者 精神の疾患により日常生活または社会生活に制約のある方 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 

手  続 下記を参照してください 

 

＜必要なもの＞ 

手続の種類 印かん 写真 診断書 
障害年金 

証書等 手 帳 
マイナンバー 

カード 

初めて交付申請するとき  １枚 
(○) (○) 

 ○ 

更新するとき 
 １枚 

(○) (○) 
○ ○ 

障害の程度が変わったとき 

再
交
付
申
請 

手帳を紛失したとき  １枚    ○ 

手帳を破損したとき  １枚   ○ ○ 

手帳を汚損したとき  １枚   ○ ○ 

変
更
届 

住所が変わったとき 
○ 

（県外からの 

転入時のみ） 

○ 
（県外からの 

転入時のみ） 
  ○ ○ 

氏名が変わったとき     ○ ○ 

死亡､障害に該当しなくなった

とき 
    ○ 

 

※写真について ：タテ４㎝×ヨコ３㎝で､無帽､上半身､１年以内に撮影したもの 

（インスタント写真は受け付けられません） 

※診断書について：所定の診断書で､初診日から６か月を経過した日以後のもの(用紙は

窓口にあります) 

※年金証書等について：精神の障害を理由に年金が支給されている場合､年金証書で手続き 

できます 

 

 

 

 

精 

または 

または 

※市外へ転出したときは、転出先の市町村障害福祉窓口に手帳を

持参して、居住地変更の届をしてください。 
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    特別児童扶養手当 

 

心身又は精神に障害のある 20歳未満の児童を家庭で養育している保護者の方に支給され

ます。 

 対 象 の 障 害 支給月額 支給方法 

１
級 

身体障害者手帳 1級･2級及び 3級の一部 

療育手帳 A 

同程度の障害のある児童（診断書が必要） 

58,450円 

（令和 8年度） 年 3回 

4･8･11 月に受給

者の銀行口座に

振り込まれます ２
級 

身体障害者手帳 3級及び 4級の一部 

療育手帳 B(診断書が必要) 

同程度の障害のある児童（診断書が必要） 

38,930円 

（令和 8年度） 

支給制限 

・世帯の前年の所得が一定額以上の場合 

・児童が児童福祉施設等に入所している場合 

・児童が障害による公的年金を受給できる場合 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 

手  続 
障害者手帳､印かん､世帯全員の住民票､戸籍謄本､診断書､請求者本人名

義の預金通帳､世帯全員の所得課税証明書（転入者の場合） 

 

 

 

山梨市身体障害児・知的障害児童年金 

 

心身及び知的に障害のある 20 歳未満の児童を家庭で養育している保護者の方に支給さ

れます。 

対  象  者 支給年額 支給方法 

・身体障害者手帳を所持し、その等級が 1級又は 2級

に該当する児童 

・特別児童扶養手当の受給資格となる知的障害児 

10,000円 

年 1回 

5 月に受給者の銀行

口座に振り込まれ

ます 

支給制限 保護者又は児童が他の市町村に居住した場合 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 

手  続 

身体障害者手帳（等級が 1・2級の方）か特別児童扶養手当証書､請求者本人

名義の預金通帳､印かん､山梨市身体障害児・知的障害児童年金証書（新規の

場合不要） 

 

身 知 精 

身 知 
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特別障害者手当 

 

心身又は精神の障害が､重複又は著しく重度の状態にあるため日常生活において常に特

別の介護を必要とする 20歳以上の方に支給されます。 

対  象  者 支給月額 支給方法 

在宅で重度の障害が重複してい

る等により特別の介護を必要と

する方 

30,450円 

(令和 8年度) 

年 4回 

2･5･8･11月に受給者の銀行口座

に振り込まれます 

支給制限 

・障害を支給事由とする手当を受給した場合 

・福祉施設等に入所している場合 

・病院等に 3か月を越えて入院している場合 

・世帯の前年の所得が一定額以上の場合 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 

手  続 

障害者手帳､印かん､世帯全員の住民票､戸籍抄本､診断書､本人名義の預金

通帳､世帯全員の所得課税証明書(転入者の場合)､年金証書等(年金等を受

給している場合) 

 

 

 

障害児福祉手当 

 

心身又は精神に重い障害があるため､日常生活において常に介護を必要とする 20 歳未満

の方に支給されます。 

対  象  者 支給月額 支給方法 

・身体障害者手帳 1 級程度の方 

・療育手帳 A-2a程度の方 

・又は同程度の精神障害の方 

16,560円 

（令和 8年度） 

年 4回 

2･5･8･11月に受給者の銀行口座

に振り込まれます 

支給制限 

・障害を支給事由とする年金等を受給した場合 

・福祉施設等に入所している場合 

・世帯の前年の所得が一定額以上の場合 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 

手  続 
手帳､印かん､世帯全員の住民票､戸籍抄本､診断書､本人名義の預金通帳､

世帯全員の所得課税証明書(転入者の場合) 

 

  

身 知 精 

身 知 精 

諸手当は、申請し、認定されなければ支給されません

ので、ご注意ください。 

また、障害の種類や程度によって提出する書類が異な

りますので、申請の前にご相談ください。 
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   山梨市心身障害児福祉手当 

 

心身又は精神に障害のある 18歳未満の児童に支給されます。 

対  象  者 支給月額 支給方法 

・身体障害者手帳 1級･2級及び 3級の一部 

・療育手帳 A及び B-1 

・同程度の障害のある児童 

5,000円 

年 3回 

3･7･11 月に受給者の銀行口

座に振り込まれます 

支給制限 
・児童が児童福祉施設等に入所している場合 

・特別児童扶養手当を受給できる場合 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 

手  続 手帳､印かん､本人名義の預金通帳 

 

 

 

   心身障害者扶養共済制度 

 

心身障害児（者）の将来に対し､保護者のいだく不安の軽減を図ることを目的とし､保護者

が毎月掛金を納入して､保護者に万一のことがあった場合に残された障害児（者）に終身年金

を支給する制度です。 

保護者の要件 

・加入年の 4月 1日現在､年齢が 65歳未満であること 

・特別の疾病又は障害がなく､生命保険契約の対象となる健康状態である

こと 

・障害のある方に対して､加入できる保護者は 1人であること 

対 象 者 

・療育手帳を所持する方 

・身体障害者手帳を所持し､その等級が 1～3級までに該当する方 

・精神又は身体に永続的な障害のある方で､上記の障害と同程度の障害と

認められる方 

掛  金 
1口 9,300 円～23,300円（月額､加入者の年齢に応じて金額が異なります） 

※2口加入の場合は倍額 

給 付 金 

加入者が死亡又は重度障害となったときは､1 口につき､月 20,000 円の年

金が支給されます。また子が死亡した場合は､加入期間に応じ弔慰金が支

給されます。（加入１年未満支給なし） 

手  続 
住民票（保護者､障害児(者)､年金管理者）､手帳等障害証明書､印かん､加

入等申込書､申込者告知書､年金管理者指定届書 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 

 

 

身 知 精 

身 知 精 
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重度心身障害者医療費助成 

  

病院などで診療を受けた場合に支払う医療費の自己負担分を助成する制度です。 

対 象 者 

・身体障害者手帳 1級・2級・3級の方 

・療育手帳 A判定の方 

・精神障害者保健福祉手帳 1級・2級の方 

・特別児童扶養手当対象児 

・障害年金 1 級･2 級又は障害福祉年金（身体障害､知的障害又は精神障害

による）を受給している方 

所得制限 世帯の前年の所得が一定額以上の場合 

手  続 

健康保険証（あるいは健康保険資格確認書類）､マイナンバーカード、各種

障害者手帳､障害福祉年金または障害年金の証書、直近の障害年金等の受給

状況を確認できる書類（年金証書で申請する場合）、本人名義の預金通帳、

世帯全員の所得課税証明書（転入者の場合） 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1138 

備  考 ※県外の病院受診等の場合は、領収書を添付の上､申請してください。 

 

 

自立支援医療（更生医療） 

 

 障害程度を軽くしたり､残された機能を回復したりすることを目的とした手術等を受ける

場合､必要な医療費を公費で負担します。 

対 象 者 
身体障害者手帳を交付された 18歳以上の方で角膜移植術､関節形成術､心臓

手術､人工透析療法､外耳形成術などを受ける方 

費  用 
医療費の 1 割が原則として自己負担となります。ただし所得等に応じて上

限が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。 

手  続 

身体障害者手帳､印かん､健康保険証､マイナンバーカード、指定医療機関の

意見書､障害年金・手当等の受給金額がわかる通帳等､ 世帯全員の所得課税

証明書(転入者の場合) 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 

 

 

自立支援医療（育成医療） 

 

 身体に障害のある児童に対し､早い時期に治療を受けて､将来生活していくために必要な能

力と機能を持たせるため､その医療費を公費で給付します。 

対 象 者 

18歳未満で下記の疾病に該当する児童 

※肢体不自由､視覚､聴覚､平衡機能障害､音声言語機能障害､じん臓､心臓､

その他内臓疾患 

費  用 
医療費の 1割が原則として自己負担となります。ただし所得等に応じて上

限が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。 

手  続 
健康保険証､印かん､マイナンバーカード、指定医療機関意見書､ 世帯全員

の所得課税証明書(転入者の場合) 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 

身 知 精 

身 

身 

４．医療
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 特定疾患（難病）医療 

 

 長期慢性であり多大の経済的負担を強いられる難病患者の方に､医療費の自己負担分を公

費負担として給付するもので､次の疾患が該当になります。 

◎窓口：峡東保健福祉事務所  電話 20-2750（代） FAX 20-2754 

１．球脊髄性筋萎縮症 

２．筋萎縮性側索硬化症 

３．脊髄性筋萎縮症 

４．原発性側索硬化症 

５．進行性核上性麻痺 

６．パーキンソン病 

７．大脳皮質基底核変性症 

８．ハンチントン病 

９． 神経有棘赤血球症 

１０．シャルコー・マリー・トゥース病 

１１．重症筋無力症 

１２．先天性筋無力症候群 

１３．多発性硬化症/視神経脊髄炎 

１４．慢性炎症性脱髄性多発神経炎/

多巣性運動ニューロパチー 

１５．封入体筋炎 

１６．クロウ・深瀬症候群 

１７．多系統萎縮症 

１８．脊髄小脳変性症（多系統萎

縮症を除く） 

１９．ライソゾーム病 

２０．副腎白質ジストロフィー 

２１．ミトコンドリア病 

２２．もやもや病 

２３．プリオン病 

２４．亜急性硬化性全脳炎 

２５．進行性多巣性白質脳症 

２６．HTLV-1関連脊髄症 

２７．特発性基底核石灰化症 

２８．全身性アミロイドーシス 

２９．ウルリッヒ病 

３０．遠位型ミオパチー 

３１．べスレムミオパチー 

３２．自己貪食空胞性ミオパチー 

３３．シュワルツ・ヤンペル症候群 

３４．神経線維腫症 

３５．天疱瘡 

３６．表皮水疱症 

３７．膿疱性乾癬（汎発型） 

３８．スティーヴンス・ジョンソン症候群 

３９．中毒性表皮壊死症 

４０．高安動脈炎 

４１．巨細胞性動脈炎 

４２．結節性多発動脈炎 

４３．顕微鏡的多発血管炎 

４４．多発血管炎性肉芽腫症 

４５．好酸球性多発血管炎肉芽腫症 

４６．悪性関節リウマチ 

４７．バージャー病 

４８．原発性抗リン脂質抗体症候群 

４９．全身性エリテマトーデス 

５０．皮膚筋炎/多発性筋炎 

５１．全身性強皮症 

５２．混合性結合組織病 

５３．シェーグレン症候群 

５４．成人発症スチル病 

５５．再発性多発軟骨炎 

５６．ベーチェット病 

５７．特発性拡張型心筋症 

５８．肥大型心筋症 

５９．拘束型心筋症 

６０．再生不良性貧血 

６１．自己免疫性溶血性貧血 

６２．発作性夜間ヘモグロビン尿症 

６３．免疫性血小板減少症  

６４．血栓性血小板減少性紫斑病 

６５．原発性免疫不全症候群 

６６．IgA腎症 

６７．多発性嚢胞腎 

６８．黄色靱帯骨化症 

６９．後縦靱帯骨化症 

７０．広範脊柱管狭窄症 

７１．特発性大腿骨頭壊死症 

７２．下垂体性 ADH分泌異常症 

７３．下垂体性 TSH分泌亢進症 

７４．下垂体性 PRL分泌亢進症 

７５．クッシング病 

７６．下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 

７７．下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 

７８．下垂体前葉機能低下症 

７９．家族性高コレステロール血症

（ホモ接合体） 

８０．甲状腺ホルモン不応症 

８１．先天性副腎皮質酵素欠損症 

８２．先天性副腎低形成症 

８３．アジソン病 

８４．サルコイドーシス 

８５．特発性間質性肺炎 

８６．肺動脈性肺高血圧症 

８７．肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 

８８．慢性血栓塞栓性肺高血圧症 

８９．リンパ脈管筋腫症 

９０．網膜色素変性症 

９１．バッド・キアリ症候群 

９２．特発性門脈圧亢進症 

９３．原発性胆汁性胆管炎 

９４．原発性硬化性胆管炎 

９５．自己免疫性肝炎 

９６．クローン病 

９７．潰瘍性大腸炎 

９８．好酸球性消化管疾患 

９９．慢性特発性偽性腸閉塞症 

１００．巨大膀胱短小結腸腸管蠕

動不全症 

１０１．腸管神経節細胞僅少症 

１０２．ルビンシュタイン・テイビ症候
群 

１０３．CFC症候群 

１０４．コステロ症候群 

１０５．チャージ症候群 

１０６．クリオピリン関連周期熱症候

群 

１０７．若年性特発性関節炎 

１０８．TNF 受容体関連周期性症候

群 

１０９．非典型溶血性尿毒症症候

群 

１１０．ブラウ症候群 

１１１．先天性ミオパチー 

１１２．マリネスコ・シェーグレン症候
群 

１１３．筋ジストロフィー 

１１４．非ジストロフィー性ミオトニ

ー症候群 

１１５．遺伝性周期性四肢麻痺 

１１６．アトピー性脊髄炎 

１１７．脊髄空洞症 

１１８．脊髄髄膜瘤 

１１９．アイザックス症候群 

１２０．遺伝性ジストニア 

１２１．脳内鉄沈着神経変性症 

１２２．脳表ヘモジデリン沈着症 

難 

＜対象疾患＞ 
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１２３．HTRA1関連脳小血管症 

１２４．皮質下梗塞と白質脳症を伴

う常染色体優性脳動脈症 

１２５．神経軸索スフェロイド形成

を伴う遺伝性びまん性白質脳症 

１２６．ペリー病 

１２７．前頭側頭葉変性症 

１２８．ビッカースタッフ脳幹脳炎 

１２９．痙攣重積型（二相性）急性脳症 

１３０．先天性無痛無汗症 

１３１．アレキサンダー病 

１３２．先天性核上性球麻痺 

１３３．メビウス症候群 

１３４．中隔視神経形成異常症/ 

ドモルシア症候群 

１３５．アイカルディ症候群 

１３６．片側巨脳症 

１３７．限局性皮質異形症 

１３８．神経細胞移動異常症 

１３９．先天性大脳白質形成不全症 

１４０．ドラベ症候群 

１４１．海馬硬化を伴う内側側頭葉

てんかん 

１４２．ミオクロニー欠神てんかん 

１４３．ミオクロニー脱力発作を伴

うてんかん 

１４４．レノックス・ガストー症候群 

１４５．ウエスト症候群 

１４６．大田原症候群 

１４７．早期ミオクロニー脳症 

１４８．遊走性焦点発作を伴う乳児

てんかん 

１４９．片側痙攣・片麻痺・てんか

ん症候群 

１５０．環状 20番染色体症候群 

１５１．ラスムッセン脳炎 

１５２．PCDH19関連症候群 

１５３．難治頻回部分発作重積型

急性脳炎 

１５４．睡眠時棘徐波活性化を示す発達

性てんかん性脳症及びてんかん性脳症  

１５５．ランドウ・クレフナー症候群 

１５６．レット症候群 

１５７．スタージ・ウェーバー症候群 

１５８．結節性硬化症 

１５９．色素性乾皮症 

１６０．先天性魚鱗癬 

１６１．家族性良性慢性天疱瘡 

１６２．類天疱瘡（後天性表皮水疱

症を含む） 

１６３．特発性後天性全身性無汗症 

１６４．眼皮膚白皮症 

１６５．肥厚性皮膚骨膜症 

１６６．弾性線維性仮性黄色腫 

１６７．マルファン症候群/ロイス・

ディーツ症候群 

１６８．エーラス・ダンロス症候群 

１６９．メンケス病 

１７０．オクシピタル・ホーン症候群 

１７１．ウィルソン病 

１７２．低ホスファターゼ症 

１７３．VATER症候群 

１７４．那須・ハコラ病 

１７５．ウィーバー症候群 

１７６．コフィン・ローリー症候群 

１７７．ジュベール症候群関連疾患 

１７８．モワット・ウィルソン症候群 

１７９．ウィリアムズ症候群 

１８０．ATR-X症候群 

１８１．クルーゾン症候群 

１８２．アペール症候群 

１８３．ファイファー症候群 

１８４．アントレー・ビクスラー症候群 

１８５．コフィン・シリス症候群 

１８６．ロスムンド・トムソン症候群 

１８７．歌舞伎症候群 

１８８．多脾症候群 

１８９．無脾症候群 

１９０．鰓耳腎症候群 

１９１．ウェルナー症候群 

１９２．コケイン症候群 

１９３．プラダー・ウィリ症候群 

１９４．ソトス症候群 

１９５．ヌーナン症候群 

１９６．ヤング・シンプソン症候群 

１９７．1ｐ36欠失症候群 

１９８．4ｐ欠失症候群 

１９９．5ｐ欠失症候群 

２００．第 14 番染色体父親性ダイ

ソミー症候群 

２０１．アンジェルマン症候群 

２０２．スミス・マギニス症候群 

２０３．22ｑ11.2欠失症候群 

２０４．エマヌエル症候群 

２０５．脆弱 X症候群関連疾患 

２０６．脆弱 X症候群 

２０７．総動脈幹遺残症 

２０８．修正大血管転位症 

２０９．完全大血管転位症 

２１０．単心室症 

２１１．左心低形成症候群 

２１２．三尖弁閉鎖症 

２１３．心室中隔欠損を伴わない

肺動脈閉鎖症 

２１４．心室中隔欠損を伴う肺動脈

閉鎖症 

２１５．ファロー四微症 

２１６．両大血管右室起始症 

２１７．エプスタイン病 

２１８．アルポート症候群 

２１９．ギャロウェイ・モワト症候群 

２２０．急速進行性糸球体腎炎 

２２１．抗糸球体基底膜腎炎 

２２２．一次性ネフローゼ症候群 

２２３．一次性膜性増殖性糸球体腎
炎 

２２４．紫斑病性腎炎 

２２５．先天性腎性尿崩症 

２２６．間質性膀胱炎（ハンナ型） 

２２７．オスラー病 

２２８．閉塞性細気管支炎 

２２９．肺胞蛋白症（自己免疫性又

は先天性） 

２３０．肺胞低換気症候群 

２３１．α1-アンチトリプシン欠乏

症 

２３２．カーニー複合 

２３３．ウォルフラム症候群 

２３４．ペルオキシソーム病（副腎

白質ジストロフィーを除く） 

２３５．副甲状腺機能低下症 

２３６．偽性副甲状腺機能低下症 

２３７．副腎皮質刺激ホルモン不応

症 

２３８．ビタミン D 抵抗性くる病/骨軟化

症 
２３９．ビタミン D 依存性くる病/骨軟化

症 

２４０．フェニルケトン尿症 

２４１．高チロシン血症 1型 

２４２．高チロシン血症 2型 

２４３．高チロシン血症 3型 

２４４．メープルシロップ尿症 

２４５．プロピオン酸血症 

２４６．メチルマロン酸血症 

２４７．イソ吉草酸血症 

２４８．グルコーストランスポーター1 欠

損症 
２４９．グルタル酸血症 1型 

２５０．グルタル酸血症 2型 

２５１．尿素サイクル異常症 

２５２．リジン尿症蛋白不耐症 

２５３．先天性葉酸吸収不全 

２５４．ポルフィリン症 
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※上記の他に障害者総合支援法で対象とする難病があります。 

 

≪峡東保健福祉事務所≫ 

 

 

 

 

 

 

２５５．複合カルボキシラーゼ欠損
症 

２５６．筋型糖原病 

２５７．肝型糖原病 

２５８．ガラクトース-1-リン酸ウリ

ジルトランスフェラーゼ欠損症 

２５９．レシチンコレステロールアシ

ルトランスフェラーゼ欠損症 

２６０．シトステロール血症 

２６１．タンジール病 

２６２．原発性高カイロミクロン血

症 

２６３．脳腱黄色腫症 

２６４．無βリポタンパク血症 

２６５．脂肪萎縮症 

２６６．家族性地中海熱 

２６７．高 IgD症候群 

２６８．中條・西村症候群 

２６９．化膿性無菌性関節炎・壊疽

性膿皮症・アクネ症候群 

２７０．慢性再発性多発性骨髄炎 

２７１．強直性脊椎炎 

２７２．進行性骨化性線維異形成症 

２７３．肋骨異常を伴う先天性側弯症 

２７４．骨形成不全症 

２７５．タナトフォリック骨異形成症 

２７６．軟骨無形成症 

２７７．リンパ管腫症/ゴーハム病 

２７８．巨大リンパ管奇形（頚部顔

面病変） 

２７９．巨大静脈奇形（頚部口腔咽

頭びまん性病変） 

２８０．巨大動静脈奇形（頚部顔面

又は四肢病変） 

２８１．クリッペル・トレノネー・ウェ

ーバー症候群 

２８２．先天性赤血球形成異常性貧
血 

２８３．後天性赤芽球癆 

２８９．クロンカイト・カナダ症候群 

２９０．非特異性多発性小腸潰瘍症

２９１．ヒルシュスプルング病（全結

腸型又は小腸型） 

２９２．総排泄腔外反症 

２９３．総排泄腔遺残 

２９４．先天性横隔膜ヘルニア 

２９５．乳幼児肝巨大血管腫 

２９６．胆道閉鎖症 

２９７．アラジール症候群 

２９８．遺伝性膵炎 

２９９．嚢胞性線維症 

３００．IgG4関連疾患 

３０１．黄斑ジストロフィー 

３０２．レーベル遺伝性視神経症 

３０３．アッシャー症候群 

３０４．若年発症型両側性感音難聴 

３０５．遅発性内リンパ水腫 

３０６．好酸球性副鼻腔炎 

３０７．カナバン病 

３０８．進行性白質脳症 

３０９．進行性ミオクローヌスてん

かん 

３１０．先天異常症候群 

３１１．先天性三尖弁狭窄症 

３１２．先天性僧帽弁狭窄症 

３１３．先天性肺静脈狭窄症 

３１４．左肺動脈右肺動脈起始症 

３１５．ネイルパテラ症候群（爪膝

蓋骨症候群）/LMX1B関連腎症 

３１６．カルニチン回路異常症 

３１７．三頭酵素欠損症 

３１８．シトリン欠損症 

３１９．セピアプテリン還元酵素

（SR）欠損症 

３２０．先天性グリコシルホスファ

チジルイノシトール（GPI）欠損症 

３２１．非ケトーシス型高グリシン

血症 

３２２．β―ケトチオラ―ゼ欠損症 

３２３．芳香族 L－アミノ酸脱炭酸

酵素欠損症 

３２４．メチルグルタコン酸尿症 

３２５．遺伝性自己炎症疾患 

３２６．大理石骨病 

３２７．特発性血栓症（遺伝性血栓

性素因によるものに限る。） 

３２８．前眼部形成異常 

３２９．無虹彩症 

３３０．先天性気管狭窄症/先天性

声門下狭窄症 

３３１．突発性多中心性キャッスル

マン病 

３３２．膠様滴状角膜ジストロフィ

ー 

３３３．ハッチンソン・ギルフォード

症候群 

３３４．脳クレアチン欠乏症候群 

３３５．ネフロン癆 

３３６．家族性低βリポタンパク血

症 1（ホモ接合体） 

３３７．ホモシスチン尿症 

３３８．進行性家族性肝内胆汁う

っ滞症 

３３９．MECP2重複症候群 

３４０．線毛機能不全症候群（カル

タゲナー症候群を含む。） 

３４１．TRPV4異常症 

３４２．LMNB1 関連大脳白質脳

症 

３４３．PURA 関連神経発達異常

症 

３４４．極長鎖アシル-CoA 脱水

素酵素欠損症 

３４５．乳児発症 STING 関連血

管炎 

３４６．原発性肝外門脈閉塞症 

３４７．出血性線溶異常症 

３４８．ロウ症候群 

内容によって窓口が異なりますので、ご注意ください。 

難病の認定：峡東保健福祉事務所 

日常生活用具・補装具・福祉サービス：市役所 福祉課 

山梨市下井尻 126-1 東山梨合同庁舎１階 

電話 20-2750（代） FAX 20-2754 
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小児慢性特定疾患（難病）医療 

 

小児慢性疾患のうち､下記の疾患について､医療費の患者自己負担分を公費で負担します。 

対 象 者 

下記の病気にかかっている 18歳未満の児童 

（18 歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は､20 歳未満ま

で） 

窓  口 峡東保健福祉事務所  電話 20-2750（代） FAX 20-2754 

  

 ＜対象疾患群＞ 

 ・悪性新生物（白血病､悪性リンパ腫 等） 

 ・慢性腎疾患（ネフローゼ症候群､慢性糸球体腎炎 等） 

 ・慢性呼吸器疾患（気管支喘息､気管狭窄 等） 

 ・慢性心疾患（ファロー四徴症、大動脈瘤 等） 

 ・内分泌疾患（成長ホルモン分泌不全性低身長症 等） 

 ・膠原病（血管炎症候群 等） 

 ・糖尿病（１型糖尿病､２型糖尿病､その他の糖尿病） 

 ・先天性代謝異常（アミノ酸代謝異常、結合組織異常症 等） 

 ・血液疾患（先天性赤血球形成異常性貧血 等） 

・免疫疾患（免疫調節障害、複合免疫不全症 等） 

 ・神経・筋疾患（筋ジストロフィー、多発性硬化症 等） 

 ・慢性消化器疾患（肝硬変症､肝血行異常症 等） 

 ・染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群（ダウン症候群、色素失調症等） 

 ・皮膚疾患群（表皮水疱症、色素性乾皮症等） 

・骨系統疾患（胸郭不全症候群、骨硬化性疾患 等） 

・脈管系疾患（脈管奇形 等） 

・成長ホルモン治療 

 ※疾患ごとに一定の対象基準が設けられています。 

 

 

自立支援医療（精神通院医療） 

 

 精神障害の適正な医療の普及を図るため､精神障害者の通院医療に係る費用を公費で負担

します。 

対 象 者 精神障害により通院医療を受けている方 

費  用 
医療費の 1割が原則として自己負担となります。ただし所得等に応じて上

限が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。 

手  続 

・診断書（更新時は必要ない場合があります） 

・健康保険証（あるいは健康保険資格確認書類） 

国民健康保険に加入している方は、加入している家族全員分 

国民健康保険以外に加入している場合は、本人の保険証、但し、受給

者が扶養者の場合は、被保険者の保険証も必要です 

・世帯全員の所得課税証明書（転入者の場合） 

・障害年金・手当等の受給金額がわかる通帳等 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 

難 

精 
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補装具費の支給 

 

 身体障害者（児）の体の不自由なところを補い､日常生活や職場での作業を容易にするため

に､必要な補装具の購入又は修理に係る費用の一部を公費で負担します。 

※必ず購入・修理の前にご相談ください。 

対 象 者 

該当する部位の身体障害者手帳を持っている方。ただし､障害者本人又は世

帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の税額が 46 万円以上の場合は､

対象となりません。 

費  用 
費用の 1 割が原則として自己負担となります。ただし所得等に応じて上限

が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。 

手  続 
身体障害者手帳､意見書､印かん、世帯全員の所得課税証明書(転入者の場

合) 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1138 

備  考 介護保険法の対象とならない場合に限ります。 

 

 ＜補装具の種類＞ 

障  害  名 種           類 

肢 体 不 自 由 
義手､義足､装具､車いす､電動車いす､歩行器､歩行補助つえ､

座位保持装置 

視 覚 障 害 盲人安全杖､義眼､眼鏡  

聴覚・言語障 害  補聴器 

肢体不自由かつ言語障害 重度障害者用意思伝達装置 

 

 

難聴児補聴器購入費の支給 

 

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助

成します。 

※必ず購入・修理の前にご相談ください。 

対 象 者 

・山梨県内に住所を有していること 

・両耳の聴力レベルが 30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とな

らない 18歳未満の難聴児 

・補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判

断する児童 

※ただし、障害児の世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の税額が

46万円以上の場合は､対象となりません。 

費  用 
補聴器の機種に応じて 1 台当たりの基準価格が決まっており、その金額の

3分の 2を助成します 

手  続 印かん､医師の意見書､見積書、世帯全員の所得課税証明書(転入者の場合) 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1138 

５．補装具及び日常生活用具

身 

身 
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軽・中等度難聴者補聴器購入費助成 

 

認知症、うつ病、ひきこもり等の予防及び経済的負担の軽減を図るため、身体障害者手帳の

交付対象とならない軽・中等度の難聴者に対し、補聴器購入費用の一部を助成します。 

補聴器を購入する前に申請が必要です。※必ず購入の前にご相談ください。 

対 象 者 

・市内に住所を有する 18歳以上の方 

・身体障害者手帳の交付対象とならない両耳の聴力レベルが 40 デシベル

以上の難聴者で、医師に補聴器の装用が必要と判断された方 

・特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 20条又は第 21条に規定する、

障害児福祉手当の支給の制限の要件に該当しない方 

費  用 
・補聴器購入（本体及び付属品）に要する費用の 2分の 1。 

・上限額 30,000円。 

注意事項 

1. 事前に所得制限の確認が必要ですので、まずは福祉課 障害福祉担当に

お問い合わせください。 

2. 補聴器を購入する前に申請が必要です。 

3. 原則として 5年間は再申請できません。 

4. 身体障害者手帳の交付対象の方は申請できません。 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1138 

 

 

高齢者補聴器購入費助成 

 

高齢者のうち、身体障害者の対象とならない軽・中等度の難聴者に対し、補聴器購入費用の

一部を助成します。 

補聴器を購入する前に申請が必要です。※必ず購入の前にご相談ください。 

対 象 者 

・市内に住所を有する、申請する年度に 65歳以上となる方。 

・耳鼻咽喉科の医師が補聴器の装用を認めた方 

・介護保険料が第 1 段階～第 4 段階（非課税世帯、または本人非課税で課

税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万 9千円以下） 

・過去に本事業の助成を受けたことがない方 

・過去に「山梨市軽・中等度難聴者補聴器購入費助成事業」による決定を

受けた方については、決定を受けてから 5 年以上経過しており、新たな補

聴器購入の必要性が認められる方 

費  用 
・見積額の 2分の 1（1,000円未満切捨て） 

・上限額 50,000円 

対象補聴器 

・原則、片耳のみ（医師より両耳装用の必要性が認められる場合のみ、両

耳とも補助対象になります。） 

・医師の処方箋に基づき認定補聴器専門店に在籍する認定補聴器技能者か

ら購入する補聴器 

注意事項 

1. 事前に所得制限の確認が必要ですので、まずは福祉課 障害福祉担当に

お問い合わせください。 

2. 補聴器を購入する前に申請が必要です。 

3. 原則として 5年間は再申請できません。 

4. 身体障害者手帳の交付対象の方は申請できません。 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1138 
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 日常生活用具の給付 

 

日常生活がより円滑に過ごせるよう必要に応じて､日常生活用具が給付されます。 

※必ず購入の前にご相談ください。 

費  用 
費用の 1割が原則として自己負担となります。ただし所得等に応じて上

限が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。 

手  続 

各種障害者手帳､特定疾患医療受給者証、印かん､用具の見積書､用具の

パンフレット等､状況に応じて医師の意見書が必要になる場合がありま

す､ 世帯全員の所得課税証明書(転入者の場合) 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1138 

備  考 介護保険法の対象とならない場合に限ります。 
 

 
用

具 

種目 

（耐用年数・基準額） 
利用できる方 性能 

介
護
・訓
練
支
援
用
具 

特殊寝台 

（8年・154,000円） 

下肢又は体幹機能障害2級以上及び寝

たきりの状態にある難病患者等 

腕、脚等の訓練をできる器具を付帯

し、原則として使用者の頭部及び脚部

の傾斜角度を個別に調整できる機能

を有するもの。 

特殊マット 

（5年・19,600円） 

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護

を要する者に限る。)及び寝たきりの状

態にある難病患者等 

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又

は損耗を防止できる機能を有するも

の。 

特殊尿器 

（5年・67,000円） 

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護

を要する者に限る。)及び自力で排尿で

きない難病患者等 

尿が自動的に吸引されるもので、障害

者又は介護者が容易に使用し得るも

の。 

入浴担架 

（5年・82,400円） 

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴

に当たって、家族等他人の介助を要す

る者に限る。) 

障害者を担架に乗せたままリフト装置

により入浴させるもの。 

体位変換器 

（5年・15,000円） 

 

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着

交換等に当たって、家族等他人の介助

を要する者に限る。)及び寝たきりの状

態にある難病患者等 

介助者が障害者の体位を変換させる

のに容易に使用し得るもの。 

移動用リフト 

（4年・159,000円） 

下肢又は体幹機能障害2級以上の者及

び下肢又は体幹機能に障害のある難病

患者等 

介護者が重度身体障害者を移動させ

るにあたって、容易に使用し得るもの。

(ただし天井走行型その他住宅改修を

伴うものを除く。) 

訓練いす 

（5年・33,100円） 

身体障害者手帳の交付を受けた児童で

あって当該手帳に身体上の障害(下肢

又は体幹機能障害にかかるものに限

る。)の程度が1級又は2級であるものと

して記載されているもので、原則として

3歳以上のもの 

原則として付属のテーブルをつけるも

のとする。 

訓練用ベット 

（8年・159,200円） 

身体障害者手帳の交付を受けた児童で

あって、当該手帳に身体上の障害(下肢

又は体幹機能障害にかかるものに限

る。)の程度が1級又は2級であるものと

して記載されているもので、原則として

学齢児以上のもの及び下肢又は体幹機

能に障害のある難病患者等 

 

 

腕又は脚の訓練ができる器具を備え

たもの 

身 難 知 精 
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自
立
生
活
支
援
用
具 

入浴補助用具 

（8年・90,000円） 

下肢又は体幹機能障害者及び難病患

者等であって、入浴に介助を必要とする

者 

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への

入水等を補助でき、障害者又は介助

者が容易に使用し得るもの。ただし、

設置に当たり住宅改修を伴うものを除

く。 

便器 

（8年・4,450円） 

下肢又は体幹機能障害2級以上及び常

時介護を要する難病患者 

障害者が容易に使用し得るもの。(手

すりをつけることができる。)ただし、取

替えに当たり住宅改造を伴うものを除

く。 

T字状・棒状のつえ

(一本杖のみ) 

木材 

（3年・2,200円） 

金属 

（3年・3,000円） 

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障

害 

主体―木材(十分な強度を有するも

の) 

外装―ニス塗装 

主体―軽金属 

外装―塗装なし 

移動・移乗用支援用

具 

（8年・60,000円） 

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に

障害を有し、家庭内の移動等において

介助を必要とする者及び下肢が不自由

な難病患者等 

おおむね次のような性能を有する手す

り、スロープ等であること。 

ア 障害者の身体機能の状態を十分

踏まえたものであって、必要な強度

と安定性を有するもの。 

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補

助、移乗動作の補助、段差解消等の

用具とする。 

だだし、設置に当たり住宅改修を伴

うものを除く。 

頭部保護帽 

A（3年・15,200円） 

B（3年・36,750円） 

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障

害、てんかんの発作等により頻繁に転

倒する知的障害児(者)・精神障害者 

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保

護できる性能を有するもの。 

A スポンジ・革を主材料に製作 

B スポンジ・革・プラスチックを主材料

に製作 

特殊便器 

（8年・151,200円） 

上肢障害2級以上及び上肢機能に障害

のある難病患者等 

足踏ペダルにて温水温風を出し得る

もの。ただし、取替えに当たり住宅改

修を伴うものを除く。 

火災警報機 

（8年・15,500円） 

障害等級2級以上(火災発生の感知及

び避難が著しく困難な障害者のみの世

帯及びこれに準ずる世帯) 

室内の火災を煙又は熱により感知し、

音又は光を発し屋外にも警報ブザー

で知らせ得るもの。 

自動消火器 

（8年・28,700円） 

障害等級2級以上及び難病患者等(火

災発生の感知及び避難が著しく困難な

障害者のみの世帯及びこれに準ずる世

帯) 

室内温度の異常上昇又は炎の接触で

自動的に消火液を噴射し初期火災を

消火し得るもの。 

電磁調理器 

（6年・41,000円） 

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及

びこれに準ずる世帯) 

視覚障害者が容易に使用し得るもの。 

歩行時間延長信号機

用小型送信機 

（10年・7,000円） 

視覚障害2級以上 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 

聴覚障害者用屋内信

号装置 

（10年・87,400円） 

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯

及びこれに準ずる世帯で日常生活上必

要と認められる世帯) 

音、声音等を視覚、触覚等により知覚

できるもの。 

在

宅

療

養

等 

 

透析液加温器 

（5年・51,500円） 

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行

式腹膜濯流法(CAPD)による透析療法

を行う者 

透析液を加温し、一定温度に保つも

の。 

ネブライザー 

（5年・36,000円） 

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の

身体障害者及び難病患者等であって、

必要と認められる者 

障害者が容易に使用し得るもの。 
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支

援

用

具 

電気式たん吸引器 

（5年・56,400円） 
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の

身体障害者及び難病患者等であって、

必要と認められる者 

障害者が容易に使用し得るもの。 

酸素ボンベ運搬車 

（10年・17,000円） 

医療保険における在宅酸素療法を行う

者 

障害者が容易に使用し得るもの。 

盲人用体温計 

（音声式） 

（5年・9,000円） 

視覚障害2級以上（盲人のみの世帯及

びこれに準ずる世帯） 

視覚障害者が容易に使用し得るもの。 

盲人用体重計 

（5年・18,000円） 

視覚障害2級以上（盲人のみの世帯及

びこれに準ずる世帯） 

視覚障害者が容易に使用し得るもの。 

動脈血中酸素飽和度

測定器（パルスオキ

シメーター） 

（－・157,500円） 

人工呼吸器の装着が必要な難病患者

等 

呼吸状態を継続的にモニタリングする

ことが可能な機能を有し、難病患者等

が容易に使用し得るもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情

報

・

意

思

疎

通

支

援

用

具  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

携 帯 用 会 話 補 助

装置  

（5年・98,800円） 

音声機能もしくは言語機能障害

者又は肢体不自由者であって、発

声・発語に著しい障害を有する者  

携帯式で、ことばを音声又は文

章に変換する機能を有し、障害

者が容易に使用し得るもの。 

情報・通信支援用

具 ( 障 害 者 向 け

PC 周辺機器及び

ｱ ﾌ ﾟ ﾘ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ ソ フ

ト ) 

山梨市障害者情報 ・通信支援用

具給付事業実施要綱による。 

山梨市障害者情報 ・ 通信支援

用具給付事業実施要綱による。 

点 字 デ ィ ス プ レ

イ  

（6 年・250,000 円） 

視覚障害及び聴覚障害の重度重

複障害者 (原則として視覚障害 2

級以上かつ聴覚障害 2 級 )の身体

障害者であって、必要と認められ

る者又は視覚障害 2 級以上の身

体障害者であって、教育上若しく

は職業上特に必要と認められる 

文字等のコンピュータの画面情

報を点字等により示すことのでき

るもの。 

点字器  

(標準型 ) 

A（7年・10,400円） 

B（7年・6,600円） 

視覚障害者  A 32 マス 18 行、両面書真鍮

板製  

B 32 マス 18 行、両面書プラス

チック製  

付属品 (点筆 ) 

点字器  

(携帯型 ) 

A（5年・7,200円） 

B（5年・1,650円） 

視覚障害者  A 32 マス 4 行、片面書アルミニ

ューム製  

B 32 マス 12 行、片面書プラス

チック製付属品 (点筆 ) 

点 字 タ イ プ ラ イ

ター  

（5年・63,100円） 

視覚障害 2 級以上 (本人が就労

もしくは就学しているか又は就労

が見込まれる者に限る。) 

視覚障害者が容易に使用し得る

もの。 

視 覚 障 害 者 用 ポ

ー タ ブ ル レ コ ー

ダー  

録音再生機  

（6年・85,000円） 

再生専用機 

（6年・48,000円） 

視覚障害 2 級以上  音声等により操作ﾎﾞﾀﾝが知覚又

は認識でき、かつ Daisy 方式に

よる録音並びに当該方式により

記録された図書の再生が可能な

製品であって、視覚障害者が容

易に使用し得るもの。   

視 覚 障 害 者 用 活

字 文 書 読 上 げ 装

置  

 

（6年・99,800円） 

視覚障害 2 級以上  文字情報と同一紙面上に記載さ

れた当該文字情報を暗号化した

情報を読み取り、音声信号に変

換して出力する機能を有するも

ので、視覚障害者が容易に使用

し得るもの。 
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意
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支

援

用

具  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視 覚 障 害 者 用 拡

大読書器  

（8年・198,000円） 

視覚障害者であって、本装置によ

り文字等を読むことが可能になる

者  

画 像 入 力 装 置 を読 みたいもの

(印刷物等 )の上に置くことで、簡

単に拡大された画像 (文字等 )を

モニターに映し出せるもの。  
盲人用時計  

 

触読  

（10年・10,300円） 

音声 

（10年・13,300円） 

視覚障害 2 級以上。なお、音声時

計は、手指の触覚に障害がある等

のため触読式時計の使用が困難

な者を原則とする。  

視覚障害者が容易に使用し得る

もの。 

点字図書  山梨市視覚障害者点字図書給付

事業実施要綱による。  

山梨市視覚障害者点字図書給

付事業実施要綱による。 

聴 覚 障 害 者 用 通

信装置  

（5年・71,000円） 

聴覚障害者又は発声・発音に著し

い障害を有する者であって、コミュ

ニケーション、緊急連絡等の手段

として必要と認とめられる者  

一般の電話に接続することがで

き、音声の代わりに、文字等によ

り通信が可能な機器であり、障

害者が容易に使用できるもの。 

聴 覚 障 害 者 用 情

報受信装置  

（6年・88,900円）  

聴覚障害者であって、本装置によ

りテレビの視聴が可能になる者  

字幕及び手話通訳付 きの聴覚

障害者用番組並びにテレビ番組

に字幕及び手話通訳の映像を合

成したものを画面に出力する機

能を有し、かつ、災害時の聴覚障

害者向け緊急信号を受信するも

ので、聴覚障害者が容易に使用

し得るもの。 

人工喉頭  

(笛式 ) 

（4年・5,000円） 

喉頭摘出者  呼気によりゴム等の膜を振動さ

せ、ビニール等の管を通じて音源

を口腔内に導き構音化するもの。

付属品 (気管カニューレ) 

人工喉頭  

(電動式 ) 

（5年・70,100円） 

喉頭摘出者  顎下部等にあてた電動板を駆動

させ、経皮的に音源を口腔内に

導き構音化するもの。付属品 (電

池  充電器 ) 

人工喉頭（埋込型

用人工鼻）  

（－・ 23,100円/月） 

音声言語機能に障害を有し、常時

埋込型の人工鼻を使用する者  

常時埋込型の人工鼻で、音声言

語機能の障害者 （児 ） が容易に

使用し得るもの。  

 

 

 

 

 

 

排

泄

管

理

支

援

用

具  

 

 

 

 

 

ス ト ー マ 用 装 具

(蓄便袋 ) 

（－・8,600円/月） 

ストーマ造設者  低刺激性の粘着財を使用した密

封型又は下部開放型の収納袋と

する。ラテックス製又はプラスチッ

クフィルム製  

付属品 (皮膚保護剤、袋を身体

に密着させるもの等 ) 

ス ト ー マ 用 装 具

(蓄尿袋 ) 

（－・11,300円/月） 

ストーマ造設者  低刺激性の粘着財を使用した密

封型又の収尿袋で尿処理用のキ

ャップ付とする。ラテックス製又は

プラスチックフィルム製  

付属品 (皮膚保護剤、袋を身体

に密着させるもの等 ) 

洗腸用具  

（6か月・12,000円） 

蓄便用のストーマ造設者であって

医師、更生相談所等において特に

必要と認めたもの  

 

 

 

  

洗腸用具は、灌注 (洗腸 )排便法

(ストーマから微温湯を注入し大

腸に刺激を加え、強制的に排便

を促す方法 )を行うために必要な

もの。  
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排

泄

管

理

支

援

用

具  

紙おむつ  

（－・12,000円/月） 

(1)治療によって軽快の見込みの

ないストーマ周辺の皮膚の著しい

びらん、ストーマの変形のためのス

トーマ用装具を装着できない者  

(2)先天性疾患 (先天性鎖肛を除

く )に起因する神経障害による高

度の排尿機能障害又は高度の排

便機能障害のあるもの 

(3)先天性鎖肛に対する肛門形

成術に起因する高度の排便機能

障害のあるもの 

上記 (1)～ (3)のいずれかに該当

する身体障害者 (児 )であって、原

則として 3 歳以上のもの 

(4)脳性まひ等脳原性運動機能

障害により排尿若しくは排便の意

思表示が困難なもの  

(4)は以下のア～ウの条件がいず

れも該当し、更生相談所等におい

て必要と認められたものであって、

原則として 3 歳以上の身体障害

者 (児 ) 

ア 自力でトイレに行けないこと  

イ  自力で便座 (排便補助具の使

用を含む)に座ることができないこ

と 

ウ  介助による定時排泄をすること

ができないこと 

フラット型 ・ テープ型 ・パンツ型 ・

パット型等とする。 

サラシ・ガーゼ・

脱 脂 綿 等 衛 生 用

品  

（－・12,000円/月） 

上記と同じ 身体障害児 (者 )及び介助者が

容易に使用し得るもの。  

収尿器  

(男子用 ) 

A 普通型  

（1年・7,700円） 

B簡易型 

（1年・5,700円） 

脊髄損傷等による排尿障害 (特に

失禁のある場合 )により、必要と認

められる男性  

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の

逆流防止装置をつけるものとす

る。 

ラテックス製又はゴム製  

A 普通型  B 簡易型  

収尿器  

(女子用 ) 

A 普通型  

（1年・8,500円） 

B簡易型 

（1年・5,900円） 

脊髄損傷等による排尿障害 (特に

失禁のある場合 )により、必要と認

められる女性  

A 普通型  耐久性ゴム製採尿袋

を有するもの。 

B 簡易型  ポリエチレン製の採尿

袋導尿ゴム管付  

・簡易型は採尿袋 20 枚を 1 組

とする。 
 

Ｑ．身体障害者手帳があれば、欲しい用具の給付を受けることができますか？ 

Ａ．すべての人が対象になるわけではありません。 

医師の意見書や調査が必要になる場合がありますので、事前にご相談くだ 

さい。（特に紙おむつは条件が限られているため、ご注意ください） 
 

  特殊寝台、入浴補助用具などについては介護保険の制度で貸与・購入が 

可能な物もあります（要介護認定が必要です） 



 

 - 23 - 

障害支援区分の一次判定 

二次判定 

（審査会） 

医師意見書 

 

障害支援区分の

認定（市） 

支 給 決 定 
（市） 

 

 

    

 

 

サービスの種類・内容 

 
 障害者総合支援法に基づき､個別に支給決定を行います。また､介護給付と訓練等給付で利用

の際の手続きの流れが異なります。 

対 象 者 

・各種障害者手帳をお持ちの方 

・自立支援医療（精神通院医療）受給者証をお持ちの方 

・精神障害に係る医師の診断書をお持ちの方 

・特定医療費（指定難病）受給者証をお持ちの方 

・（児童の場合）特別児童扶養手当等の受給者証をお持ちの方 

・（児童の場合）医師の診断書により療育等が必要と認められる方 

費 用 
費用の 1 割が原則として自己負担となります。ただし所得等に応じた上限

の設定などにより､負担が重くなりすぎないようになっています。 

手 続 適切なサービスをご案内するため、まずは電話等でお問い合わせください。 

窓 口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1137 

 

 

＜利用の流れ（支給決定までの流れ）＞ 

 
 

 

 

 

    訓練等給付を              介護給付を 

    希望する場合              希望する場合 

                    ･     ････････････････････ 

 

 

 

･･･････････････････ 

 

 

 

                            ･･････････････････ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

身 知 精 難 

相談・申込み 

利用申請（市） 

サービスの利用意向の聴取 

サービス等利用計画案の提出 

 

①障害者の心身の状況を

把握するため，106 項目の

調査を行います 

②審査会は，障害保健福祉

をよく知る委員で構成さ

れます 

③介護給付では区分１～

６の認定が行われます 
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＜介護給付及び訓練等給付＞ 

介
護
給
付 

訪
問
系 

居宅介護 自宅で､入浴､排せつ､食事の介護等を行います 

重度訪問介護 

常に介護を必要とする人に､自宅で､入浴､排せつ､食事

の介護､外出時における移動支援などを総合的に行いま

す 

行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに､危

険を回避するために必要な支援､外出支援を行います 

同行援護 
視覚障害により、移動が困難な人が外出する時に、必要

な情報提供や介護を行います 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性がとても高い人に､居宅介護等複数のサー

ビスを包括的に行います 

日
中
活
動
系 

短期入所 

(ショートステイ) 

自宅で介護する人が病気の場合など、短期間、夜間も

含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います 

療養介護 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓

練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を

行います 

生活介護 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食

事の介護等を行うとともに、創作活動又は生産活動の

機会を提供します 

施
設
系 

施設入所支援 
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食

事の介護等を行います 

訓
練
等
給
付 

居
住
支
援
系 

自立生活援助 

1人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期

的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課

題を把握し、必要な支援を行います 

共同生活援助 
夜間や休日､共同生活を行う住居で､相談や日常生活上

の援助を行います 

訓
練
系
・
就
労
系 

自立訓練 

(機能訓練) 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう､一定期

間､身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行いま

す 

自立訓練 

(生活訓練) 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう､一定期

間､生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を

行います 

就労選択支援 

就労について、就労アセスメントの手法を活用し、本

人の希望、就労能力や適性等にあった選択の支援を行

います 

就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労

に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行

います 

就労継続支援(A型) 

一般企業等での就労が困難な人に､雇用して就労の機会

を提供するとともに､能力等の向上のために必要な訓練

を行います 

就労継続支援(B型) 

一般企業等での就労が困難な人に､就労する機会を提供

するとともに､能力等の向上のために必要な訓練を行い

ます 

就労定着支援 
一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に

対応するための支援を行います 
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＜地域相談支援＞ 

地域移行支援 
施設や病院に長期入所していた人が地域での生活に移行するた

めに、住居の確保や新生活の準備等について支援を行います 

地域定着支援 
居宅で一人暮らししている人について、夜間等を含む緊急時にお

ける連絡、相談を行います 

計画相談支援 サービスの利用者に対する支援の一環として、市に提出するサー

ビス等利用計画等について相談支援専門員による作成・支援を行

います 障害児相談支援 

 

＜障害児通所支援＞ 

児童発達支援 

障害のある児童が、日常生活における基本的な動作及び知識技能

の習得並びに集団生活への適応のための支援その他の必要な支

援を行います 

放課後等デイサービス 

就学している障害のある児童が、授業終了後又は休業日に通い、

社会との交流の促進、生活能力の向上のために必要な訓練を受け

ます 

保育所等訪問支援 
障害のある児童が通う保育所等を訪問し、障害のある児童以外の

児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います 

 

 

＜サービス利用自己負担の上限額＞ 

月ごとにかかる利用者負担には、世帯の所得に応じて上限が決められています。ひと月に

利用したサービス量にかかわらず、上限以上の負担は生じません。 

 

所得を判断するときの世帯の範囲 

18歳以上の障害者(施設に入所する 18、19歳を除く)→障害者本人とその配偶者 

 障害児(施設に入所する 18、19歳を含む)→保護者の属する住民基本台帳での世帯 

  

 障害者の自己負担上限額 

区分 世帯の収入状況 上限額(月額) 

生活保護 生活保護受給世帯の人 0円 

低所得 市町村民税非課税世帯の人 0円 

一般 1 
市町村民税課税世帯の人(所得割 16万円未満) 
※入所施設利用者(20 歳以上)、グループホーム利用者を除く 

9,300円 

一般 2 上記以外の人 37,200円 
  ※入所施設利用者(20歳以上)およびグループホーム利用者は「一般 2」となります。 

  

 障害児の自己負担上限額 

区分 世帯の収入状況 上限額(月額) 

生活保護 生活保護受給世帯の人 0円 

低所得 市町村民税非課税世帯の人 0円 

一般 1 
市町村民税課税世帯の人

(所得割 28万円未満) 

通所施設、ホームヘルプ

利用の場合 
4,600円 

入所施設利用の場合 9,300円 

一般 2 上記以外の人 37,200円 
※3歳児～5歳児が障害児入所施設および通所施設を利用する場合の利用負担が無償化されています。 

 



 

 - 26 - 

 

 

    

 

   社会参加支援事業 

 
障害のある方や生活に支援が必要な方が、社会活動に参加し、地域で自立した生活が送れ

るよう支援する事業です。 

対 象 者 

次に該当する方で、かつ、調査により利用が必要と認められた方 

・身体障害者手帳の交付を受けている身体障害児者 

・療育手帳の交付を受けている知的障害児者 

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害児者 

・特定疾患医療を受けている難病患者 

・医師により発達に障害があると診断された方 

費  用 
・利用料の 1割が原則として自己負担となります。 

・食費・交通費等は実費負担となります。 

手  続 各種障害者手帳､特定疾患医療受給者証、診断書（発達障害の場合）、印かん 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線） 1137 

 
＜種類・内容＞ 

日中一時支援 
障害者の家族の就労・社会的理由による保護者の不在･休息等のた

めに､心身障害者（児）を日中に一時的に支援します 

移動支援 

社会生活上必要不可欠な外出や､余暇活動等の社会参加のための外

出の際に､移動支援をします。外出時に介助・誘導するガイドヘル

プ、居宅と医療機関等目的地との間を送迎する移送サービスがあり

ます 

生活訓練 

あらかじめ定められた期間に限り、通院、通学、調理、掃除、買い

物その他の日常生活に必要な能力を向上させるための訓練等の支

援を行います 

 

 
 

   訪問入浴サービス 

 

日常生活のほとんどに介護を要する重度の身体障害者の方で､自宅での入浴が困難と認め

られる方に､訪問入浴サービスを行います。（医師が入浴を可能と認めること等が必要です。）

ただし、介護保険法の規定により同様のサービスを受けられる方は、対象になりません。 

利用回数 週 2回まで 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 
 

 

 

７．その他の地域生活支援

身 

身 知 精 難 
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   地域活動支援センター 

 
 障害のある方などが日中に通い、ものづくりや作業、交流活動などを通じて、自分らしく過

ごせる場を提供します。 

事業所名 オアシスやまなし結 

対 象 者 
・各種障害者手帳をお持ちの方 

・その他障害を証する書類をお持ちの方 

※ご自身（ご家族）で本事業所まで通える方 

開館時間 
平日午前 9 時～午後 4時 

※上記内の時間であれば出入り自由です。 

休館日：土日祝日、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始 

費  用 
無料 

※活動内容により、自己負担が発生することがあります（任意参加）。 

※昼食、飲み物は持参となります。 

所 在 地 山梨市小原西 644  電話 34-5032 

手  続 各種障害者手帳または障害を証する書類 

窓  口 市福祉課障害福祉担当 電話 22-1111（内線）1138 FAX 34-8301（専用） 

 

〈地域活動支援センターの相互利用について〉 
山梨市・笛吹市・甲州市が設置する地域活動支援センターについては、3市の住民であれば、どこの

地域活動支援センターであっても利用ができます。 

また、山梨市の方については、甲府市にある下記の事業所の利用も可能です。 

 

【対象事業所】 

事業所の名称 事業を実施する場所 事業を実施する市 

支援センターふえふき 笛吹市春日居町寺本 142-1 

笛吹市 地域活動支援センター春日居ふれあい工房 笛吹市春日居町寺本 142-1 

地域活動支援センター八代育美会 笛吹市八代町南 326-1 

甲州市こども家庭障害者支援センター 甲州市塩山上於曽 933-6 
甲州市 

地域活動支援センターもみの樹園 甲州市塩山上於曽 984-2 

すみよし生活支援センター 甲府市住吉 4-10-32 
甲府市 

支援センターみさき 甲府市美咲 1-6-10 

 

  

身 知 精 難 
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コミュニケーション支援 

 

聴覚・音声・言語機能障害を持つ方に手話通訳者や要約筆記者を派遣し、意思疎通を円滑に

します。 

対 象 者 
身体障害者手帳を所持し、聴覚または音声機能、もしくは言語機能障害を

有する方。 

手  続 

・福祉課窓口､又は FAX・メール等で申込みできます。 

・氏名､住所､連絡先､派遣希望日時､派遣場所､手話か要約筆記の別､用件､ 

待ち合せ場所、待ち合わせ時間 をご連絡ください。 

・手話通訳者､要約筆記者が決まり次第ご連絡します。 

※FAX は 24時間受信しますが、返信は平日になります。 

手話通訳者

の配置 

聴覚障害者のコミュニケーションの円滑化を推進するため、福祉課に手話

通訳者を配置しています。聴覚に障害を持つ方の相談、市役所での手続き

なども受け付けています。 

※受付時間 月曜日～金曜日の午前 9時から午後 5時まで 

窓  口 市福祉課障害福祉担当 電話 22-1111（内線）1139 FAX 34-8301（専用） 
 
 
 

生活福祉資金の貸付 

 

障害者世帯等に対し､その経済的自立と生活向上を図るための資金の貸付を行います。 

貸付条件 

・資金の貸付によって､独立自活ができること 

・資金を他から受けることが困難であること 

・保証能力があり､市内に居住する連帯保証人がいること 

窓  口 山梨市社会福祉協議会  電話 22-8755 
 
 
 

住宅改修費の給付 

 

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者が､段差解消など住宅環境の改善を行

うために要する費用を助成します。 

対 象 者 

下肢・体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移

動機能障害に限る）1～3級（個別障害等級）の方。ただし、特殊便器への

取り替えについては、上肢障害 2級以上の方。 

費  用 

対象工事限度を 20万円とし､その 1割が原則として自己負担となります。

ただし､所得等に応じて上限額が決められていて負担が重くなりすぎない

ようになっています。（ただし､①介護保険制度の「住宅改修」給付対象と

なる場合は対象外となります。②所得制限があります。） 

手  続 

身体障害者手帳､工事見積書､工事図面・写真など工事箇所がわかるもの､

印かん､年金・手当等の受給金額がわかる通帳等､世帯全員の所得課税証明

書（転入者の場合） 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1138 

備  考 改造工事前に必ず相談をしてください。 

身 

身 

身 精 知 



 

 - 29 - 

 

重度心身障害者居室整備費補助金 

 

在宅の重度心身障害者の日常生活環境を改善するために、障害者の専用居室等を整備（増

築又は改築）する場合に経費の一部を補助します。 

対 象 者 

・山梨県内に住所を有する方 

・肢体不自由による身体障害者手帳 1・2 級又は療育手帳 A の所持者で日常

生活において常時介護を要する 18才以上の方。（ただし､15才以上 18才未

満の方であっても介護の実情から特に必要性の高い方は協議の対象） 

・障害者の生活環境の改善､ないしは介護の軽減を図るために専用居室等の

整備の必要度の高い者  

・前年度分の所得税額が 287,500 円以下の世帯の方  

対象事業 

障害者の専用居室・浴室・便所等を改造､改築又は増築する事業に限りま

す。新築の場合は対象となりません。なお､本事業と併せて同一世帯の家屋

を改造､改築又は増築する場合は､その工事延床面積が 50 平方メートル以下

の場合に限られております。  

費  用 

・補助基準額  
費目  種 目  1 ㎡あたり

の単価  

基準面積

（㎡）  

基準額

（円）  

限度額

（円）  

工事費  専用居室  68,600  13.24  909,000  1,550,000  

浴室・便所  89,300  6.63  592,000  
 

玄関  68,600  2.00  138,000  

洗面所  89,300  2.00  179,000  

台所  89,300  8.93  797,000  

天井走行リフト  -  -    987,000 

費目  種 目  摘 要  基準額（円）  限度額（円）  

設備費  洋式便器  （ロータンク）  67,000  450,000  

浴槽  （260 リットル程度）  74,000  

シャワーセット  （ハンドシャワー）  35,000  

湯沸器  （7,000Kcal／H）  86,000  

浄化槽  （5 人槽）  150,000  

キッチンセット  -  404,000  

その他  -  150,000  

※同一世帯内に､補助対象障害者が 2 人以上同居している場合は､2 人目以上 1 人について

専用居室に係わる基準額の 80％に相当する額を同基準額に加算した額を補助基準額としま

す。  

※基準額の計が 5 万円未満の場合は補助の対象となりません。  

・補助金交付額  
上記の種目ごとの基準額と種目ごとの実支出額を比較して少ない方の額の合計額に次の割

合を乗じて得た額の合計額とします。  

補助対象基本額のうち、60 万円

以下の額 

市町村民税非課税世帯  10 分の 10  

所得税非課税で市町村民税均等割世帯  10 分の 8  

所得税非課税で市町村民税所得割世帯  10 分の 6.5  

所得税世帯  10 分の 5  

60 万円を越え 200 万円までの額  -  10 分の 5  
 

手  続 

在宅重度心身障害者居室整備協議書､工事見積書､設計書､工事場所の位置図

及び平面図､障害者手帳（身体障害者手帳､療育手帳）､世帯全員の住民票､

世帯全員の所得課税証明書 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1138 

備  考 補助金交付決定通知が届く前に工事に着手することはできません。 

身 知 
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   介助用自動車購入の助成 

 

 身体に障害のある方で､車いす等を使用する在宅の重度心身障害者が移動に際し必要とす

る自動車をリフト付き等に改造する経費又は既に改造された自動車を新規に購入する経費の

一部を､介助者の負担の軽減を図るとともに障害者の社会参加を促進するために助成します。 

対象者 
身体障害者手帳 1・2 級を保持する方で､下肢機能障害･体幹機能障害により移

動に際し車いす等を使用している在宅の方 

内容 
要介助者が容易に乗降できるように自動車を改造するための費用（60 万円を

限度）の 3 分の 2を助成します。（ただし、所得制限があります。） 

手続 
身体障害者手帳､世帯全員の住民票､主たる生計維持者の前年の所得証明書､ 

見積書、カタログ等､印かん 

窓口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 

備考 改造・購入前に必ずご相談ください。 

 

 

 

自動車改造費の助成 

 

 身体に障害のある方が所有し､自ら運転する自動車の運転装置の一部を改造することによ

り､社会参加等を促進するために助成します。 

対象者 
上肢､体幹機能障害 1・2級若しくは下肢機能障害 1～3級の方で就労等のため､

自ら運転する方 

内容 
ハンドル・ブレーキ・アクセルなどを改造するための費用を 10 万円まで助成

します。（ただし、所得制限があります。） 

手続 
身体障害者手帳､車検証､運転免許証､改造見積書､印かん、申請者の前年の収入

額及び世帯員の所得額を証明する書類 

窓口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 

備考 改造前に必ずご相談ください。 

 

 

 

自動車運転免許取得の助成 

 

身体に障害のある方の日常生活等の活動範囲を広げて自立更生を促進するために助成しま

す。 

対象者 
身体障害者手帳 1・2級若しくは体幹機能障害 1～3級又は下肢機能障害 4級以

上を所持する方で就労などのため免許を取得する方 

内容 
教習所で訓練を受けた費用のうち 10 万円を限度に､その 3 分の 2 以内を助成

します。 

手続 身体障害者手帳､免許取得に要する経費の見積書､適性検査結果表  

窓口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 

 

身 

身 

身 
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自動車燃料費の助成 

 

身体障害者手帳､療育手帳を所持している方が利用する自動車の燃料費の一部を助成しま

す。 

対象者 
自動車税もしくは軽自動車税の減免を受けている方で、身体障害者手帳 1・2

級もしくは療育手帳 A の所持者。またはその家族運転者として申請している

方。 

内容 

1月 1日から 12月 31日までの 1年間に、税の減免を受けた自動車又は軽自動

車で消費するため購入した燃料費（ただし期間の途中で税の減免手続きをした

場合は。手続きをした日の翌月分からが対象期間） 

助成額は 1 リットル当たり、ガソリンは 40円、軽油は 18 円 

助成数量は 1ヶ月あたり 50リットル、12ヶ月で最高 600 リットルまで 

手続 
対象期間の翌年の 1月から 2月上旬まで、受付会場、峡東保健福祉事務所窓口

及び郵送による受付を行います。 

窓口 峡東保健福祉事務所  電話 20-2750 

備考 毎年 12月・1月に発行される広報に詳細を掲載します。 

 

 
 

身 知 
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 ＪＲ旅客運賃の割引 

 

身体障害者手帳､療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方がＪＲを利用する場

合､運賃が割引になります。 

対 象 者 
身体障害者手帳・療育手帳所持者・精神障害者保健福祉手帳 

※下表を参照してください。 

利用方法 ＪＲ各駅の乗車券販売窓口に手帳を提示してください。 

問 合 せ ＪＲ東日本テレフォンセンター 電話 050－2016－1600 
 

対  象 割引対象乗車券類 割引率 備考 

・第 1種障害者とその介護者 

普通乗車券 

回数乗車券 

普通急行券 

50％ 

私鉄等他鉄道会社線とまたがる場

合を含みます。 

但し回数乗車券はＪＲ線区間単独

の発売となります。 

・第 1 種障害者とその介護者又

は 12 歳未満の第 2 種障害者

はその介護者 

定期乗車券(小

児定期乗車券を

除きます。) 

50％ 

私鉄等他鉄道会社線とまたがる場

合を含みます。 

小児定期旅客運賃については割引

を適用しません。 

・第 1種､第 2種障害者が単独で

ご利用になる場合 
普通乗車券 50％ 

片道の営業キロが 100 キロを超え

る場合(私鉄線等他鉄道会社線に

またがる場合を含みます) 

 ※ＪＲ線と私鉄線等他の鉄道会社線をまたがる区間は､1 枚で発売できる範囲があらかじめ

決められています。 

 ※障害者と介護者がご利用になる場合は､同一区間の乗車券類の購入となります。 

 

 

 

国内航空運賃の割引 

 

 12 歳以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者や戦傷病者の方で、各種手帳をお持ちの

方が、国内主要航空会社の国内線を利用する際に、運賃の割引を受けることができます。（割

引運賃は､各航空会社が設定する額） 

対  象  者 割 引 者 利 用 方 法 

・身体障害者手帳所持者 

・療育手帳所持者 

・精神障害者保健福祉手帳所持者 

・戦傷病者手帳所持者 

本人と 

介護者 1名 

航空券を購入するとき手帳を提示

してください。 

問 合 せ 各航空会社 

 

身 知 

８．さまざまな交通機関の割引制度

身 知 

精 

精 
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県内乗合バス運賃の割引 

 

身体障害者手帳､療育手帳､精神障害者保健福祉手帳を所持している方が県内に発着する路

線バスを利用する場合､運賃が割引になります。乗車時に手帳を提示してください。 

対象 対象者 割引率 

・第 1種身体障害者 

・第 2種身体障害者のうち 12歳未満の者 

・療育手帳 A所持者 

・精神障害者保健福祉手帳 1級所持者 

本人及び介護者 

普通乗車券 50％ 

定期乗車券 30％ 
・第 2種身体障害者 

・療育手帳 B所持者 

・精神障害者保健福祉手帳 2・3級 

本人のみ 

※イオンモール線は対象外となります。 

 

 

 

市営バス運賃の割引 

 

身体障害者手帳､療育手帳､精神障害者保健福祉手帳を所持している方及びその介護人（1人

まで）が市内路線バスを利用する場合､運賃が割引になります。乗車時に手帳を提示してくだ

さい。 

適用範囲 割引率 
山梨市駅～西沢渓谷線 50％ 

山梨循環線バス 50％ 

デマンド型交通 50％ 

 

 

身 知 精 

身 知 精 
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有料道路通行料金の割引 

 

身体障害者手帳､療育手帳を所持している方が有料道路を利用する場合､通行料金が割引に

なります。本割引を受けるためには事前の登録が必要です。 

※車種や所有者等について要件がありますので､詳細はお問い合わせください。 

＜対象＞ 

対象者 所持者要件 ※1人 1台のみ 割引率 

本人運転 身体障害者手帳所持者 
本人またはその親族が所有

する自家用車。 

通行料の 50％ 

介護者運転 
・第 1種身体障害者 

・療育手帳 A所持者 

本人またはその親族、もしく

は本人を継続して日常的に

介護している方が所有する

自家用車 

＜制限＞ 

・営業車両は対象外  ・割引有効期限あり（要更新） 

＜手続きに必要なもの＞ 

書類名 

手続き内容 

必要なケース 

事前申請において自

動車を登録する場合 

事前申請において自

動車を登録しない場

合 

新規 変更 更新 新規 変更 更新 

障害者ご本人

の手帳 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 常に必要 

自動車検査証 

及び自動車検

査証記録事項 

〇 〇 〇 × × × 自動車を登録する場合 

割賦契約書又

はリース契約

書等 

〇 〇 〇 × × × 
割賦契約又は長期リースによ

り自動車を利用されている場

合 

ETC カード 〇 〇 × × × × 
ETC 無線通行（ノンストッ

プ走行）される場合 
ETC車載器セッ

トアップ申込

書・証明書等 
〇 〇 × × × × 

ETC 無線通行（ノンストッ

プ走行）される場合 

運転免許証 〇 × × 〇 × × 
障害者ご本人が運転される

場合 
※これまで 1人につき 1台の自家用車を事前登録することを要件としていましたが、事前登録をし

ていない自動車についても当割引が適用されるようになりました。事前登録をしていない自動車

で割引を受けるには、一般レーン、一般・ETC の混在レーンまたはサポートレーンをご利用のう

え、料金所係員に割引用シールが貼付された身体障害者手帳または療育手帳をご提示いただく必

要があります。 

 

窓 口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 

備 考 
市外へ転出したときは､転出先の市町村障害福祉窓口で再手続が必

要です。 

身 知 
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タクシー料金の割引 

 

身体障害者手帳､療育手帳を所持している方がタクシーを利用する場合､料金が１割引にな

ります。 

対 象 者 身体障害者手帳又は療育手帳を所持している方 

利用方法 料金支払いのとき手帳を提示してください。 

問 合 せ 県内の各タクシー会社 

 

 

 

タクシー料金の助成（福祉タクシー券） 

 

重度障害者が通院や機能回復訓練などでタクシーを利用する場合､料金の一部を助成します。 

対 象 者 

在宅で生活している身体障害者手帳 1級・2 級及び A判定の療育手帳を

保持している方 

※ただし､自動車税の減免を受けている方は除きます。 

助 成 額 
運賃の 660円を助成します。年間上限 36枚（交付月により枚数が減に

なります）※利用券の譲渡、再発行はできません。 

手  続 
毎年 4月 1日から新年度の券に切り替わりますので､年度毎に各種障害

者手帳・印かんをお持ちのうえ､申請してください。 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身 知 

身 知 

Ｑ．手帳によるタクシー料割引と、福祉タクシー券は併用できますか？ 

Ａ．併用できます。 

  手帳を見せて１割引した後で、タクシー券の利用が可能です。 
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所得税・市県民税の所得控除 

 

 

 

種 類 

障害者控除 

 本人または扶養控除の対象となる親族に障害がある場合､所得から障害者控

除を差し引くことができます。 
 

名  称 対 象 者 所 得 税 市県民税 

障害者控除 

身体障害者手帳 3～6級 

療育手帳 B 

精神障害者保健福祉手帳

2・3級 

1人当たり 

27万円 

1人当たり 

26万円 

特別障害者 

控   除 

身体障害者手帳 1・2級 

療育手帳 A 

精神障害者保健福祉手帳

1級 

1人当たり 

40万円 

1人当たり 

30万円 

同居特別 

障 害 者 

扶養控除 

扶養控除対象の親族が特

別障害者で､かつ同居し

ている場合 

1人当たり 

  75万円 

１人当たり 

  53万円 

手 続 
確定申告(市県民税の申告)時に､必要書類を添付または提示してください。 

※給与所得者の場合は年末調整で手続できます。 

必要書類等 各種障害者手帳 

窓 口 

（問合せ） 

山梨税務署（所得税）電話 0570-00-5901（ナビダイヤル）  

市税務課（市県民税）電話 22-1111（内線）1125・1126 

勤務先の給与担当者 

 

 

市県民税の非課税 

 

 本人が障害者の場合､前年の所得が 135万円までは非課税になります。 

手 続 障害者控除の手続をすることで兼ねています。 

窓 口 市税務課（市県民税）電話 22-1111（内線）1125・1126 

 

 

 

預貯金等の利子の非課税（マル優） 

 

 ゆうちょ銀行､銀行等の預貯金､公社債等のうち､元本が 350万円を限度として､障害者が一

定の手続をして預け入れをした場合､利子が非課税になります。 

窓 口 ゆうちょ銀行､銀行等､証券会社等 

  

９．税の減免等

身 知 精 

身 知 精 

身 知 精 
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   自動車税・自動車取得税の減免 
 

 次の場合､（軽）自動車税(種別割)・自動車税（環境性能割：旧自動車取得税）が減免にな

ります。（対象となる障害区分･等級は下表の通り） ※納付期限内に手続きが必要です。 

要 件 

身体障害者手帳（18歳以上・

障害者本人が運転する場合） 

・所有者が障害者本人に限ります。 

・割賦販売の場合は、所有者が販売業者または信販会社で、使

用者が障害者本人の場合に限ります。 

身体障害者手帳（18歳未満・

家族が運転する場合） 

療育手帳 

精神保健福祉手帳 

・所有者が障害者本人または同居の生計同一者に限ります。 

・割賦販売の場合は、所有者が販売業者または信販会社で、使

用者が障害者本人または生計同一者の場合に限ります。 

手 

続 

自
動
車
税
と 

自
動
車
取
得

税 

本人運転の場合 
県税事務所で手続してください。 

各種障害者手帳､免許証､車検証、印かん 

生計同一者、常時介護者が運

転者の場合 

減免資格証明書※の発行を受けてから､県税事務所で手続して

ください。 

各種障害者手帳､免許証､車検証、減免資格証明書、印鑑 

軽
自
動
車

税 

本人運転の場合 
市税務課で手続してください。 

各種障害者手帳､免許証､印かん､車検証（コピー可） 生計同一者、常時介護者が運

転者の場合 

窓 口 

・山梨県総合県税事務所 自動車税部  電話 055-262-4662 

・市税務課市民税担当          電話  22-1111  (内線）1126 

・市福祉課障害福祉担当        電話 22-1111  （内線）1139 

・峡東保健福祉事務所 地域保健課   電話 20-2752 

※減免資格証明書は、市福祉課障害福祉担当（身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方）か峡東保健福祉

事務所地域保健課（精神保健福祉手帳をお持ちの方）で発行を受けてください。申請に必要なものは、

各機関にお問い合わせください。 

※家族運転・常時介護者が運転する場合は、1年を通して､通学・通院・通所もしくは生業のために週 3日

以上もしくは総使用日数（走行距離数）の 50％以上使用する場合に対象となります。 

 

＜対象になる障害区分・等級＞ 

運転者区分 

障害区分 
本人が運転する場合 

家族運転・常時介護者が 

運転する場合 

視覚 1～4級の 1 

左に同じ 聴覚 2・3級 

平衡機能 3 級 

音声機能 3 級(喉頭摘出に限る) ― 

上肢不自由 1・2級（両上肢の障害のみ） 左に同じ 

下肢不自由 1～6級 1～3級（両下肢の障害のみ） 

体幹機能 1～3級・5級 1～3級 

脳病変による上肢機能 1・2級（両上肢の障害のみ） 

 

 

 

左に同じ 

脳病変による移動機能 1～6級 1～3級（両下肢の障害のみ） 

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこ

う又は直腸・小腸・肝臓・ 

免疫機能障害 

1・3級 左に同じ 

知的障害 療育手帳 A 左に同じ 

精神障害 精神障害者保健福祉手帳 1級※2

２2 
左に同じ 

※身体障害の場合､減免の可否は手帳の総合等級ではなく障害区分ごとの等級で判断されます。 

(例：総合等級 2級の方で内訳が上肢 3級､心臓 4級の場合は該当しません) 

※2精神障害者保健福祉手帳においては、1級の障害を有していて、かつ自立支援医療受給者証（精神通院）

の交付を受けている方が対象となります。

身 知 精 
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ＮＴＴ番号案内の無料化 

 

104番での電話番号の問い合わせを無料で利用できます。ご利用には「ふれあい案内」への

事前登録が必要です。 

対 象 者 

・身体障害者手帳 

（視覚障害 1 級～6 級､上肢･体幹・脳原性運動機能障害 1・2 級、聴覚障

害 2 級・3 級・4 級・6 級、音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障

害 3・4級） 

・戦傷病者手帳 

（視力の障害 特別項症～第 6項症､上肢の障害 特別項症～第 2項症、聴

覚障害 第 2項症・第 4項症、音声機能・言語機能又はそしゃく機能の

障害 第 1項症・第 2項症・第 4項症） 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

窓  口 ＮＴＴふれあい案内 窓口 0120-104-174 

 

 

 

ＮＨＫ受信料の減免 

 

全 額 免 除 半 額 免 除 

・身体障害者手帳・療育手帳・

精神障害者保健福祉手帳を持

っている方の世帯で､世帯構成

員全員が市民税非課税の場合 

・世帯主（受信契約者）が視覚､聴覚障害の身体障害者手

帳をもっている場合 

・世帯主（受信契約者）が 1級･2級の身体障害者手帳を

持っている場合 

・世帯主（受信契約者）が特別項症～第 1 款症の戦傷病

者手帳を持っている場合 

・世帯主（受信契約者）が重度の知的障害者(A判定)手帳

をもっている場合 

・世帯主（受信契約者）が重度の精神障害者(1級)手帳を

もっている場合 

手  続 各種障害者手帳､印かん 

窓  口 市福祉課障害福祉担当   電話 22-1111（内線）1139 

問 合 せ ＮＨＫ甲府放送局     電話 055-255-2100 

 

 

 

郵便料金の免除 

 

 盲人用点字郵便及び盲人福祉施設から発送される盲人用録音物の郵送料は無料です。 

問 合 せ 山梨郵便局 電話 22-1160 

 

１０．その他の福祉

身 知 精 

身 

身 知 精 
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山梨市要援護者支援台帳への登録 

 

自力での避難が難しい方の住所や身体状況をあらかじめ登録し、非常時の安否確認を地域

の役員にお願いするものです。 

手  続 印かん 

窓  口 市防災危機管理課   電話 22-1111（内線）2443 

 

 

利用料が減額又は免除される市内施設 

 

※金額は窓口で確認してください。 

施 設 名 山梨市民総合体育館 

減額又は免除内容 
個人利用：半額（市内に居住または通勤、通学する者に限る。）  

団体利用：施設にお問い合わせください。  

利用時間 

(午前)午前 9時～正午(午後)午後１時～午後 5時(夜間)午後 6時～午後 10時 

（全日）午前 9時～午後 10 時 

休館日：月曜日(祝日の場合はその翌日)、祝日の翌日､年末年始 

利用方法 

個人利用：各種障害者手帳を持参してください。 

（介助者がいる場合、申請時にお申し出ください。） 

団体利用：施設にお問い合わせください。  

所 在 地 山梨市上石森 701  電話 22-5600 

施 設 名 山梨市屋内温水プール 

減額又は免除内容 

個人利用：半額（市内に居住又は通勤、通学する者に限る。）  

ただし回数券での利用は除く。  

団体利用：施設にお問い合わせください。  

利用時間 
午前 9時～正午・午後１時～午後 5時・午後 5時～午後 9時   

休館日:月曜日(祝日の場合はその翌日)､祝日の翌日､年末年始 

利用方法 

個人利用：各種障害者手帳を持参してください。 

（介助者がいる場合、申請時にお申し出ください。） 

団体利用：施設にお問い合わせください。  

所 在 地 山梨市上石森 665-2  電話 23-5211 

施 設 名 山梨市牧丘Ｂ＆Ｇ海洋センター 

減額又は免除内容 

個人利用：半額（市内に居住又は通勤、通学する者に限る。）  

ただし回数券での利用は除く。  

団体利用：施設にお問い合わせください。  

利用時間 

体育館：午前 9時～正午・午後 1時～午後 5時・午後 6 時～午後 10 時 

プール：午前 9時～正午・午後 1時～午後 5時・午後 6 時～午後 9時 

入浴施設：午後 1時～午後 5 時・午後 6時～午後 9時 30分 

※日曜日は、午後 5時まで 

休館日：月曜日(祝日の場合はその翌日)､祝日､年末年始 

利用方法 

個人利用：各種障害者手帳を持参してください。 

（介助者がいる場合、申請時にお申し出ください。） 

団体利用：施設にお問い合わせください。  

所 在 地 山梨市牧丘町窪平 442-1  電話 35-4411 

身 知 精 

身 知 精 難 
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施 設 名 横溝正史館 

減額又は免除内容 全額免除 

利用時間 
午前 10時～午後 3時(入館は午後 2時 45分まで) 

開館日：土日祝日  年末年始（12月 28日～1月 4日）を除く 

利用方法 各種障害者手帳を持参してください。 

所 在 地 山梨市江曽原 1411-6  電話 23-5201 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このほかにも、さまざまな障害者割引があります。 

代表的なものには、携帯電話の障害者割引があります。 

詳しくは直接、対象の施設や会社へお問い合わせください。 
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駐車禁止の除外 

 

障害者が､自ら又は家族などの運転する車に同乗するとき公安委員会発行の許可証を掲示

することにより､駐車禁止区域でも､やむを得ない場合は他の交通の妨げにならない限り駐車

することができます。 

対象者 
身体障害者手帳､療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている､歩行困難で､公安委員会が必要と認めた方 

手  続 各種障害者手帳､印かん、住民票 

窓  口 日下部警察署 山梨市北 261  電話 22-0110 

 

 

 やまなし思いやりパーキング制度 

 

車の乗り降りや移動に配慮の必要な方が、公共施設、店舗等の障害者用等の駐車場などに

車をとめ、安全かつ安心して施設を使用できるように支援する制度です。 

手  続 
各種障害者手帳､特定疾患医療受給者証、医師の意見書(発達障害・けが

等の場合) 

窓  口 市福祉課障害福祉担当  電話 22-1111（内線）1139 
 

＜対象になる障害区分・等級＞ 

障害区分 交付要件 申請に必要な書類 

視覚 4 級以上 

身体障害者手帳 

聴覚 3 級以上 

平衡機能 5 級以上 

上肢機能 2 級以上 

下肢機能 6 級以上 

体幹機能 5 級以上 

脳病変による上肢機能 2 級以上 

脳病変による移動機能 6 級以上 

心臓・じん臓・呼吸器・ぼう

こう又は直腸・小腸・肝臓・

免疫機能障害 

4 級以上 

知的障害 障害程度 A 療育手帳 

精神障害 1 級 精神障害者保健福祉手帳 

難病 
特定疾患医療受給者 

小児慢性特定疾患医療受給者 
特定疾患医療受給者証 

小児慢性特定疾患医療受給者証 

 

  

身 知 精 

身 難 知 精 
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  名 称 主な業務内容 

山梨市役所 福祉課 

障害福祉担当 

(東館 1階) 

障害者手帳の申請、補装具の交付・修理、障害者福祉手当の給付、障害者の相

談・支援、その他、障害者の自立援助に関すること 

〒405-8501 山梨市小原西 843 電話 22-1111(代) 

相談支援センター 

ぱいん 

障害のある方の日常生活の困りごとや希望をお聞きして、解決方法を一緒に考

えていきます。また、必要に応じて、行政機関、福祉サービス提供事業所、医

療機関等とご本人、ご家族との調整を行います。  

［相談内容］ 

福祉サービスの利用について、在宅で生活するうえでの様々な相談、社会で生

活する力を高めるための社会資源活用について、障害者の権利擁護についてな

ど 

相談支援センターぱいん：〒405-0006 山梨市小原西 843-4  電話 23-2941 

サポートセンターハロハロ：〒405-0005 山梨市小原東 1309-1 電話 34-9202 

サポートセンター 

ハロハロ 

山梨市障害者虐待防止

センター 

・障害者虐待に関する通報 

・障害者を保護するための相談、指導および助言 

・障害者虐待防止に関する広報等啓発活動 

①山梨市役所福祉課障害福祉担当（月～金曜 8:30～17:15 の他、夜間休日も

可） 

〒405-8501 山梨市小原西 843 電話 22-1111(代) 

②相談支援センターぱいん（月～金曜 8:30～17:15） 

〒405-0006 山梨市小原西 843-4 電話 23-2941 

③サポートセンターハロハロ（月～金曜 8:30～17:15） 

 〒405-0005 山梨市小原東 1309-1 電話 34-9202 

山梨市社会福祉協議会 

市民の福祉意識の向上や､地域福祉活動の推進を行っています。 

・ボランティア団体等の育成､調整､助成 

・生活福祉資金の貸付 

・心配ごと相談、弁護士による無料法律相談 など 

〒405-0006 山梨市小原西 843-4  電話 22-8755 

山梨県障害者相談所 

（山梨県福祉プラザ内） 

身体障害者の医学的・心理的及び職能判定を行うとともに､必要に応じて補装

具の処方や適合判定を行い､また身体障害者が最も効果的に自立､社会復帰な

どできるよう指導しています。 

18 才以上の知的障害者を対象に､相談や医学的・心理的及び職能的判定を行

い､必要な助言・指導を行っています 

〒400-0005 甲府市北新 1-2-12 電話 055-254-8671 

中央児童相談所 

(山梨県子どものこころ

サポートプラザ内) 

18 才未満の児童に関するあらゆる問題について相談に応じ､専門的な判定を

行うとともに､必要な助言・指導や施設入所手続きを行っています。 

〒400-0851 甲府市住吉 2-1-17 電話 055-288-1561 

峡東保健福祉事務所 

母子医療（養育）､特定疾患､精神保健､感染症（エイズ等）などについての総

合的な相談や指導を行っています。 

〒405-0003 山梨市下井尻 126-1  電話 20-2750 

ハローワーク塩山 

障害者の職業相談・職業紹介や就業後のアフターケアを､障害者職業相談員が

ケースワーク方式により行っています。 

〒404-0042甲州市塩山上於曽 1777-1  電話 33-8609 

山梨県立就業支援セン

ター 

障害のある方を対象に、多様な職業訓練を実施しています。障害者職業訓練コ

ーディネーターが相談に応じながら、一人ひとりに合う訓練をコーディネート

します。また、訓練中は障害者就職支援コーディネーターが、求人事業所との

マッチングなど、就職の実現に向けたきめ細かな支援を行います。 

〒400-0026 甲府市塩部 4-5-28   電話 055-251-3210 

１１．相談の窓口
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  名 称 主な業務内容 

山梨県立聴覚障害者情

報センター 

（山梨県福祉プラザ内） 

聴覚障害者情報センターの主な業務 

・手話通訳者・要約筆記者の派遣及び養成 

・手話や字幕入り番組 DVDの貸し出し 

・自主番組の制作 

・聴覚障害に関する相談 

・文化、学習などの活動支援があります。 

〒400-0005 甲府市北新 1-2-12 電話 055-254-8660 FAX 055-254-8665 

山梨障害者職業センタ

ー 

ハローワークをはじめとする関係機関と協力して､障害者･事業主などに対し

て次のサービスを提供しています。サービスはすべて無料です。ご利用にあた

っては、あらかじめ電話等でご連絡ください。 

▼職業評価 ▼職業指導 ▼職業準備支援 ▼ジョブコーチによる支援 

▼知的障害者判定・重度知的障害者判定 ▼リワーク（復職）支援 

〒400-0864 甲府市湯田 2-17-14  電話 055-232-7069 

山梨県総合教育センタ

ー 

子どもの発達に関する相談を受け付けます。子どもの発達に応じて、係り方、

支援方法、特別支援学校の入学に関することなどのアドバイスをします。 

〒406-0801 笛吹市御坂町成田 1456  電話 055-263-4606  

こころの発達総合支援

センター 

（山梨県子どものここ

ろサポートプラザ内） 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害（LD）、注意

欠陥多動性障害(AD/HD）などの発達障害を持つ障害児者に対する地域の総合的

な支援拠点として､発達障害に関する様々な相談に応じ指導助言を行うととも

に､関係機関等との連携による総合的な支援を推進し､発達障害児者や家族の

福祉の向上を図ることを目的としています。 

〒400-0851 甲府市住吉 2-1-17 電話 055-288-1695 

山梨県立精神保健福祉

センター・山梨県自殺防

止センター 

（山梨県福祉プラザ内） 

保健所､市町村､精神科医療機関等の関係機関や福祉・教育・労働の各分野と連

携をとりながら次のような事業を行っています。 

▼精神保健福祉に関する技術指導援助 ▼関係職員の教育研修 ▼正しい知

識の普及啓発 ▼精神障害者の社会復帰や社会参加促進事業 ▼調査研究  

▼協力組織育成 ▼思春期・アルコ-ル相談を含む心の健康相談等 

なお､心の健康に関する電話相談を行っていますので、ご利用ください。 

ストレスダイヤル 055-254-8700   

自殺防止電話相談（こころの健康相談統一ダイヤル） 0570-064-556 

自死遺族相談 055-254-8651 

ひきこもり相談窓口 055-254-7231 

精神科救急医療相談窓口  055-254-3119 

〒400-0005 甲府市北新 1-2-12  電話 055-254-8644 

山梨県障害者福祉協会・

障害者社会参加推進セ

ンター 

（山梨県福祉プラザ内） 

障害者の結婚相談を始め視覚障害者のためのパソコンやノ-マネット（情報通

信）に加入､障害者に対する情報をいち早く提供するシステムを導入また､障害

者のスポ-ツ等に積極的に取り組んでおります。交流室は、障害者・健常者の

ふれあいの場として広く活用しております。 

主な事業 

▼障害者結婚相談事業 ▼障害者福祉展事業 ▼障害者主張大会事業 ▼障

害者パソコン事業 ▼障害者への情報提供事業 ▼障害者相談員等の研修事

業 ▼盲導犬支援事業 ▼在宅重度障害者通所援護事業 ▼障害者のスポ-ツ

振興事業 ▼障害者の社会参加促進  

〒400-0005 甲府市北新 1-2-12  電話 055-252-0100 

山梨県障害者権利擁護

センター 

（山梨県福祉プラザ内） 

障害者虐待に関する相談や、広報・啓発、取り組みへの支援などを行っており

ます。 

〒400-0005 甲府市北新 1-2-12  電話 055-254-6266 

山梨県難病相談支援セ

ンター 

（山梨県福祉プラザ内） 

県内で生活する難病のある方やそのご家族等からの療養上、日常生活上での悩

みや不安などに対する相談･支援、また地域交流活動の促進や就労支援などを

行う拠点として活動しております。 

〒400-0005 甲府市北新 1-2-12  電話 055-244-5260 

メモ
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障害者基幹相談支援センターとは？… 

障害のある方々が、住み慣れた地域で、自分らしく暮らせるよう、

各種相談や情報提供などの支援を総合的に行う窓口です。 

 地域の相談支援機関や障害のある方、ご家族等からの様々な相談

に応じます。 

 専門の相談員が、身体障害・知的障害・精神障害など、どんな障害

に関することも相談に応じます。相談は無料です。 

どんなことでも、まずはお気軽にご相談ください。 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    山梨市役所 東館 1 階 福祉課 障害福祉担当内 

 

 月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 

(休業日：土・日曜日、祝日、年末年始) 

  

山梨市障害者基幹相談支援センター 

山梨市障害者基幹相談支援センター 

〒405-8501 山梨市小原西８４３ 山梨市役所 東館１階 

☎ 0553-22-1111  FAX 0553-23-2800 
（ 内線：1137 ）        Mail：fukushi@city.yamanashi.lg.jp 

平成２９年４月１日 開設 
 

場 所 

開 所 


